
 

 

 

 

「液化石油ガス安全高度化計画2030」への取組みについて 

 

ＬＰガス業界では全国と連携し、国・消費者等との共同により安全・安心な社会の

実現を目指して、「液化石油ガス安全高度化計画 2030」を取組んでおります。 

 各販売事業者におかれましては、自社の保安内容をしかりと把握し法令違反の無い

ようお取組み願います。また、取引適正化についてもご対応頂き「お客様から選ばれ

続けるエネルギー業界」となりますようお願い致します。 

 ＬＰガス部会委員におかれましては、各支部会においてご説明頂きますようお願い

致します。 

 

（関係資料別紙） 

１． 「液化石油ガス安全高度化計画 2030」（概要） 

 

２． 令和５年度 燃焼器具交換・安全機器普及状況等調査報告書 

 

３． 供給機器の期限管理（ＪＬＩＡ資料） 

 

４． 容器流出防止措置 

資料１－１ 



2030年時点〔件／年〕

全
体

死亡事故 0~1件未満

傷害事故 25件未満

販
売
形
態
別

体積販売
死亡事故 0~0.6件未満

傷害事故 22件未満

質量販売
死亡事故 0~0.4件未満

傷害事故 ３件未満

起
因
者
別

消費者
死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 15件未満

事業者
死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 5件未満

その他
死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 5件未満

場
所
別

住宅
死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 10件未満

業務用施
設

死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 11件未満

その他
死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 4件未満

＜概要＞
産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会液化石油ガス小委員会において、

2020年を目標年度として実施してきた「保安対策指針」に代わり、今後10年間を見据え
た総合的なガスの保安対策として「液化石油ガス安全高度化計画2030」を策定する。

2030年の死亡事故ゼロに向けた、国、都道府県、ＬＰガス事業者、消費者及び関
係事業者等が各々の役割を果たすとともに、環境変化を踏まえて対応することで、各々
が共同して安全・安心な社会を実現する。

安全高度化目標

①事故分類ごとにおける対策の推進継続 ②各主体の連携の維持・強化
③事業者等の保安人材の育成 ④一般消費者等に対する安全教育・啓発

安全高度化指標

液化石油ガス安全高度化計画2030について

３．自然災害対策
●地震・水害・雪害対策
・災害に備えた体制構築
・迅速な情報把握
・容器の転倒・流出防止対策
・雪害事故防止対策

２．販売事業者起因事故対策
●設備対策
・供給管・配管の事故防止対策
・調整器、高圧ホース等の適切な維持
管理
・軒先容器の適切な管理

●その他事故防止対策
・他工事事故防止対策
・質量販売に係る事故防止対策
・バルク貯槽等の告示検査対応

実行計画(ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ)

１．消費者起因事故対策
●CO中毒事故防止対策
・業務用施設等に対する安全意識向上のための周
知・啓発

・業務用換気警報器・ＣＯ警報器の設置促進
・安全型機器及び設備の開発普及
●ガス漏えい事故防止対策
・安全な消費機器等の普及促進
・周知等による保安意識の向上
・誤開放防止対策の推進
・ガス警報器の機能の高度化及び設置の促進等
・消費設備調査の高度化 ・リコール製品等への対応

４保安基盤の整備
●保安管理体制
・経営者等の保安確保に向けたコミットメント及び保安レベルの自己評価
・ＬＰガス事業者等の義務の再確認等
・長期人材育成を踏まえた保安教育の確実な実施
・自主的な基準の維持・運用

●スマート保安の推進
・スマートメータ・集中監視等を利用した保安の高度化
・その他のスマート保安に関するアクションプラン

達成状況や
リスクの変化に
応じた見直し

基本的方向



令和６年３月末現在

都道府県協会名
（一社）全国ＬＰガス協会　調査

Ⅰ　事業所の概要

１．回収率 ３．消費者戸数

報 告 書 配 布 事 業 所 227事業所 0事業所

報 告 書 回 収 事 業 所 216事業所 1事業所 22,064戸 (4.05%)

報 告 書 未 回 収 事 業 所 11事業所 215事業所 316,032戸 (57.98%)

Ⅱ　燃焼器具等未交換数 0事業所 206,965戸 (37.97%)

開放式 0台 216事業所 545,061戸 (100.00%)

ＣＦ式 0台 Ⅲ　業務用厨房施設に対するＣＯ中毒事故防止対策状況

ＦＥ式 0台

合　計 0台

ＣＦ式 0台

ＦＥ式 0台

合　計 0台

0台

0台

Ⅳ　業務用施設のＳＢ(ＥＢ)メータ設置先連動遮断状況 Ⅴ　バルク貯槽２０年検査を迎え検査又は廃棄したバルク貯槽の数

①　業務用施設のうちＳＢ（ＥＢ）メータ設置戸数 9,923戸

8,650戸

861戸

(95.45%)

Ⅵ　集中監視システム設置戸数 Ⅶ　容器流出防止地域への対応

①

②

③

Ⅶ　安全機器普及状況等
0

設置済戸数 設置不要 設置率 設置済戸数 設置不要 設置率 設置済施設数

21,975戸 (99.60%) 78戸 (0.35%) 18,152戸 3,390戸 (97.20%) 17,375戸 3,381戸 (93.00%) 2,788戸 (16.05%) 17,806施設 889施設 (4.99%)

316,017戸 (100.00%) 149戸 (0.05%) 276,110戸 33,265戸 (97.65%) 262,458戸 36,399戸 (93.86%) 30,804戸 (11.74%) 47,062施設 2,423施設 (5.15%)

206,284戸 (99.67%) 301戸 (0.15%) 171,200戸 29,559戸 (96.50%) 120,857戸 39,534戸 (72.18%) 12,700戸 (10.51%) 199,859施設 7,028施設 (3.52%)

544,276戸 (99.86%) 528戸 (0.10%) 465,462戸 66,214戸 (97.20%) 400,690戸 79,314戸 (86.03%) 46,292戸 (11.55%) 264,727施設 10,340施設 (3.91%)

令和５年度 燃焼器具交換･安全機器普及状況等調査報告書

（一社）沖縄県高圧ガス保安協会

２．監督所管

－ 経 済 産 業 省 所 管 (0.00%) (キャンプ・屋台等の質量販売、閉栓消費者は除きます。(以下、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴも同じ))

(95.15%) 産 業 保 安 監 督 部 所 管 (0.46%) Ａ　業務用施設（共同住宅と一般住宅以外）

(4.85%) 都 道 府 県 所 管 (99.54%)
Ｂ　共同住宅
　　（同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの）

市 町 村 所 管 (0.00%) Ｃ　一般住宅

　①　湯沸器
　　　(不燃防なし)

合　計 (100.00%) Ｄ　合計（A＋B+C）

① 業務用厨房施設 12721施設

  ②　風呂釜
　　(不燃防なし)

②
①のうち、法定周知以外の周知を行った施設数
(ガス機器の正しい使い方、事故防止策等の周知)

9594施設

③ ①のうち、業務用換気警報器(ＣＯ警報器含む)を設置している施設数
設置済 6,668施設

　③　排気筒(不具合のものに限る)

 　（ＣＦ式、ＦＥ式、ＦＦ式及びＢＦ式の湯沸器、給湯器、風呂釜の排気筒）
設置不要 2,013施設

合　計

令和５（2023）年４月１日～令和６（2024）年３月末実施数 令和６（2024）年度予定数

④期限満了基数
⑤　④の期限満了数

＋
前倒し予定数連動不要(屋外) ②バルク入替 ③シリンダー入替

②　①のうちガス警報器
    連動遮断戸数

連動済
区分

①２０年検査を
　実施して合格

廃棄して入替対応

298,922戸

27,900施設40,700施設

連　動　率 基数 2基 239基 86基

②低頻度型集中監視システム 30,315戸

製造年から7年交換ﾀｲﾌﾟは7年
10年交換ﾀｲﾌﾟは10年経過施設数

Ａ　業務用施設（共同住宅と一般住宅以外）

設置率 (60.40%)

111基

②ヒューズガス栓等 ③ガス警報器 ④調整器

令和６年３月末現在 施行前日の令和６年６月１日時点（予定）

11,834施設

10,308施設

洪水浸水想定区域（想定最大規模）を問わず容器流出防止措置済の施設数

342基

①常時監視システム

Ｂ　共同住宅
　（同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの）

Ｃ　一般住宅

Ｄ　合計　　（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

①マイコンメータ等

16,240施設

12,691施設上記②の内、容器流出防止措置済の施設数

洪水浸水想定区域（想定最大規模）の対象施設数

設置済戸数 期限切れ戸数 製造年から
５年経過戸数



令和６年３月末現在
(一社)全国ＬＰガス協会　調査

都道府県協会名

事業所の概要

戸 戸

トン トン トン 戸 戸

42
３．店頭及びホームページにガス料金を掲載している。

②上記で１．「はい」の内、予め賃貸集合住宅を管理している所有者又は
　不動産管理会社に「ＬＰガス料金表」により情報提供している。

95 88 183

Ⅳ　ＬＰガスを供給している賃貸集合住宅において、入居を希望する方にＬＰガス料金を入居前にお知らせできるよう、
    物件の所有者又は不動産管理会社へ料金表の情報提供状況

１．はい ２．いいえ 回答数（合計）

①賃貸集合住宅に１件以上の供給を行っている。 183 33 216

38
４．店頭及びホームページにもガス料金を掲載していない。 11

①の内、非エコジョーズ機器から
の取替台数 —

Ⅹ　農業、漁業、林業におけるＬＰガス販売状況 Ⅺ　オール電化・都市ガスとの移動関係

Ⅳ　ガス料金の公表状況関係

回答数 回答数（１〜４合計）

１．店頭にガス料金を掲載（料金表を自由に入手（配布）できるようにしている状態を含む）している。 125

216
２．ホームページにガス料金を掲載している。

オール電化→ＬＰガス 173 都市ガス → ＬＰガス

2 台 —2 台 193 台 —

Siセンサー
コンロ

ガス浴室暖房
乾燥機

①令和５年度販売台数 32 台 18 台 42 台 2,044

エコジョーズ

台 8,685 台 317 台

Ⅸ　需要開発関係

ＧＨＰ エネファーム
ハイブリッド

給湯

報告書回収事業所 216事業所 (95.15%)

報告書未回収事業所 11事業所 (4.85%)

報告書配布事業所 227事業所 －

令和５年度　需要開発推進取組状況等調査報告書

（一社）沖縄県高圧ガス保安協会

事業所数 回収率

29
令和５年度

販売量

農業 漁業 林業

88.0 2.8 0.0

移動戸数

ＬＰガス→オール電化 303 LＰガス → 都市ガス 9

① オール電化関係 移動戸数 ② 都市ガス関係















沖高保発第５－１０３号 

令和６年１月１７日 

ＬＰガス販売事業者各位 

（一社）沖縄県高圧ガス保安協会ＬＰガス部会 

部会長 島袋博文（公印省略） 

 

容器流出防止対象設備に対する期限内の措置について 

～ＬＰガス容器二重掛け等のお願い～ 

 

 ＬＰガス容器流出防止を目的として、液石法施行規則が改正され令和３年１２月１日施

行されております。これに先立ち協会では会員への周知啓発を図ると共に、各販売事業者

におかれましては対象設備に対する措置を行っていることと思いますが、猶予期間が令和

６年６月１日となっております。 

 つきましては、対象設備について法令違反の無いよう期限内に措置頂きますようお願い

致します。 

 なお、詳しくは協会ホームページＬＰガス部会「容器流出防止措置に対するＱ＆Ａにつ

いて」でご確認下さい。 

（ Ｑ＆Ａサンプル 全 6頁 ） 

 

 



全Ｌ協保安・業務Ｇ５第１８５号 

令和６年１月１０日 

 

正  会  員  各 位  

（一社）全国ＬＰガス協会 

 

 

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省令の 

一部を改正する省令について               （お知らせ） 

 

 

標記につきましては、令和５年１１月２４日付け全Ｌ協保安・業務Ｇ５第１５５号に

おいて、経済産業省より意見募集されたことについてお知らせしたところです。 

この度、この意見募集を踏まえ、令和５年１２月２８日に公布されましたのでお知ら

せいたします。 

なお、販売事業者が掲示する標識をウェブサイトへ掲載する場合の表示位置等につい

ては、経済産業省へ詳細を確認いたしますので、改めてお知らせいたします。 

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員におかれ

ましては営業所等に対し、ご周知くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

改正概要 

①「フレキシブルディスク」、「シー・ディー・ロム」といった具体の媒体名を定める

ものについて、媒体名は削除され、「電磁的記録媒体」等の抽象的な規定への見直

しがなされた。 

②販売事業者が販売所に掲げる標識について「常時雇用する従業員の数が五人以下で

ある場合」もしくは「自ら管理するウェブサイトを有していない場合」を除き、ウ

ェブサイトにも掲載することになった。 

 

施行日 

①令和５年１２月２８日 

②令和６年 ４月 １日 

 

改正概要等掲載ＵＲＬ 

 【経済産業省】 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2023/12/20231228-01.html 

 

【意見募集結果】 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595123101&Mode=1 

以 上 

発信手段：Ｅメール 

担当：保安・業務グループ 森、橋本、國坂 

資料１－２ 

PC-2024-2-2 宮城
四角形



標識のウェブサイトでの掲載について

令和６年３月 改訂

（一社）全国ＬＰガス協会

1



標識のウェブサイトでの掲載について

液石法第７条に定める販売所の標識掲示について、従来
の販売所店頭での掲示に加え、令和6年４月1日からウェブサ
イト上への掲載が求められることになった。（一部例外あり）

上記を踏まえ、経済産業省ガス安全室の協力により「掲載
例」を示すが、これは「一例」であって、この方法以外では認め
られないという意味ではありません。

改正の主旨に合致していれば、これ以外の方法を採用され
ても全く問題はないとのこと。

2



①トップページのわかりやすい場所

•事業者のトップページに、ピックアップコンテンツ的に掲載さ
れているタイルやバナーをクリックすることで表示される。

標識は
こちら

○○プロパン株式会社 株式会社□□ガス

プレスリリース
・○月×日 ＞＜＋＊
・▲月◇日・＊＊＋＋

標識は
こちら

注目コンテンツ（表現は自由）

「標識はこちら」等の文字
もしくは事業者標の小さ
な画像もしくが掲示し、ク
リックすることで文字が読
みとれる大きさで表示され
るページにリンクすることが

望ましい。

3



②「お近くの事業所検索」の検索結果や「事業所一
覧」ページの中

□□プロパン株式会社のネットワーク

・本社
東京都千代田区霞が関○－○－○
０３－３○△□－×△□○

・関東支店
埼玉県さいたま市中央区新都心○番地○
０４×ー○△□－×△□○

液化石油
ガス販売事
業者標識

・中部支店
愛知県名古屋市・・・・・・・
０５２－９６〇－ ×△□○

液化石油
ガス販売事
業者標識

標識の小さな画像もしくは、
「標識はこちら」等の文字
を掲示し、クリックすることで
文字が読みとれる大きさで
表示されるページにリンクす

ることが望ましい。

4



③「会社概要」等のページの最下部等

会社概要

社 名：○○プロパン株式会社

本 社：〒100－8913 東京都千代田区霞が関○－○－○

創 立：2001年1月6日

資本金：○○○千円

役 員：代表取締役社長 ○○ ○○・・・・

事業内容：ＬＰガス供給販売・・・・

液化石油ガス販売事業者標識

事業者標識をこの
画面で読み取れる
ようなサイズで表示
することが望ましい。

5



④標識の掲示方法について

•標識のウェブサイト上での掲載は様式に従えば良いので、
以下の２つの方法が考えられる。

①ＨＰで表形式で所定の内容が表示されるように

作成する（※）。

②実際の事業所に掲示されている金看板をデジカメ

等で撮影し、その画像をＨＰに貼り込む。

• いずれにせよ、標識で有る以上読み取れるサイズで表示さ
れることが必要（画像の場合は明るさなども注意）。作成
においては、スマートフォンやタブレットでの表示を意識する。
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（※）複数の事業所を有する事業者においては、登録をうけた
事業者ウェブサイトにおいてすべての事業所の名称・所在
地を一括して一覧表にし、公表することも可能。

液化石油ガス販売事業者証

登録番号 登録行政庁名５０Ａ００００

登録年月日 年 月 日

氏名または名称 ○○プロパン株式会社

代表者の氏名 ○○ ○○

販売所の名称及び所在地

関東支店
埼玉県さいたま市新都心○ー○ー○
中部支店
愛知県名古屋市◇◇◇○ー○ー○
近畿支店
大阪府大阪市◇◇◇○ー○ー○

掲載例

ただし、あまりにも支店や営業所数が多い場合は、地域毎に区
切りを入れる（例えば＜関東地方＞）など、見る方が知りた
い販売所の情報を発見しやすいように工夫することが望ましい。
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⑤４月１日に間に合わない場合の暫定措置

• トップページ（必須）の、「重要なお知らせ」（あるいはプ
レスリリース）欄に、令和６年４月１日までに「液化石油
ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の改
正に伴う、液化石油ガス販売事業者標識の掲示につい
て」などの文書を掲載し、その本文に事業者標識を掲載す
る。

• ただし、本措置はあくまで暫定的なモノであり、速やかに
ＨＰを改修して、前述のような表記を行うこと。

• なお、表示義務違反に伴う罰則は２０万円以下の罰金
である。
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【補足】
（１）グループ会社の場合はどう扱うのか。

・人格の異なる法人の場合は、各法人に掲示義務がある。
グループ会社が自身で管理するＨＰを持っている場合（従業員数５
名以下を除く）は、 当該グループ会社に掲載義務が生じることに留
意。）
・ＨＰでグループ会社を掲載していることをもって、掲載元の事業者に掲
載義務は発生しない。（掲載することを妨げるものでもない。）

○○プロパン株式会社のグループ企業

・△△株式会社
東京都新宿区西新宿○－○－○
０３－５○△□－×△□○
https://www.sannkakusannkaku_puropann.□□

・株式会社☆☆
神奈川県横浜市中区日本大通○－○－○
０４５－２△□－×△□○

液化石油ガス
販売事業者

標識

人格の異なる法人
は掲載義務はない
人格の異なる法人
は掲載義務はない
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（２）〇〇ホールディングスがホームページを持っており、その傘下
にＡ販売事業者、Ｂ販売事業者、Ｃ保安機関などを掲
載している場合は販売事業者のホームページではないので
掲載の義務はかからないと考えて良いか。

→義務はないが、掲載することは妨げない／が望ましい。

・△△株式会社
東京都新宿区西新宿○－○－○
０３－５○△□－×△□○
https://www.sannkakusannkaku_puropann.□□

グループ企業が自らＨＰを運営している場合は、
「△△株式会社」に掲載義務がかかります。

10

https://www.marumaru_puropann/


（３）複数の事業所を持っている販売事業者において、支店毎
に掲載する場合、販売事業所の名称を〇〇支店の掲載
だけでも可能か。

→社名と販売事業所名が同一であれば良い。

□□プロパン株式会社のネットワーク

・本社
東京都千代田区霞が関○－○－○
０３－３○△□－×△□○

・関東支店
埼玉県さいたま市中央区新都心○番地○
０４×－○△□－×△□○

・中部支店
愛知県名古屋市中区〇－〇－〇
０５２－９６〇－ ×△□○

販売事業所の名称を〇〇支店
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（４）事業規模が著しく小さい場合に該当する「常時雇用する
従業員の数が５人以下である場合」とは液化石油ガス販
売事業において雇用される従業員数で相違ないか。

→販売事業においての従業員数のため、他事業は除外される。

（５）液石法規則第８条には、「標識の掲示は様式四によりす
るものとする。」とあり、 様式四には「30㎝×40㎝」と寸法が
入っているが、どのように解釈したらよいか。

→販売事業所に掲示される場合のサイズのため、ホームページに
掲載する場合はサイズの決まりはない。
ただし、見やすくする工夫はしてもらいたい。
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（６）代表者など記載事項が変更になった場合は、いつまでに変
更すれば良いのか。

→「遅滞なく」変更すれば良い。（事業所に掲示する看板と同
様）。

（７）「常時雇用する従業員」とはパートやアルバイトが含まれる
か。

→含まれる。
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